
 

別紙６ 

個人情報取扱注意事項  

 

 

第１ 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、

個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。 

 

第２ 乙は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏ら

してはならない。 

２ 乙は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人

情報を、他に漏らさないよう対処しなければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様と

する。 

 

第３ 乙は、この契約により取扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損等の防止に必要

な安全管理措置を講じなければならない。 

 

第４ 乙は、この契約により取扱う個人情報の管理責任者を定めて書面により、甲に

通知しなければならない。 

２ 管理責任者は常に個人情報の所在及び自己の管理状況を把握･管理し、必要な指

導を行う。 

 

第５ 乙は、この契約による業務を処理するに当たっては、必要最小限の役員･従業

員（以下「使用者」という。）を管理責任者の監督の下で従事させるものとする。 

２ 乙は、使用者に対して、第２の秘密保持について徹底して指導しなければならな

い。 

３ 乙は、使用者の退任、退職後の行為も含めて責任を負わなければならない。 

 

第６ 乙は、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

ただし、あらかじめ、甲が書面により承諾した場合は、この限りではない。 

２ 乙は、前項ただし書きにより再委託をする場合は、再委託先に対して、個人情報

保護に関する法令等を遵守させることとし、個人情報の漏洩等の事故が発生した場

合にあっては、乙の責任において対処するものとする。  

 

第７ 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報

が記録された資料等を、この契約による業務以外の目的で複写し、又は複製をして

はならない。 

 



  

第８ 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報

を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

第９ 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報

が記録された資料等（複写、複製したものを含む。）を、業務完了後すみやかに甲

に返還又は消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その方法によ

るものとする。 

 

第 10 甲は、定期的又は必要と認めたとき、乙の事業所に立ち入り、個人情報保護

に関する監査又は乙に対して報告を求めることができる。 

 

第 11 乙は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあ

ることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 

 

第 12 甲は、乙が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解

除及び損害賠償の請求をすることができる。損害賠償の額は、甲と乙と協議の上、

別に定める。 

 

 


